
渋川市野菜花き生産力強化補助金交付要綱 

　（趣旨） 

第１条　市は、野菜及び花きに関する生産基盤を強化し、その持続的発展を

促進するために、野菜花き生産力強化実施要領（令和７年３月１９日野花

３０４６５－１号。以下「県要領」という。）に基づく事業を実施する者

に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。 

（補助対象事業） 

第２条　補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、県要

領に基づく事業とする。 

　（事業対象者） 

第３条　この事業の対象となる者は、次のいずれかの要件を満たす者とする

。 

（１）　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「基盤

法」という。）第１２条第１項等の規定により、市長等から農業経営改

善計画が適当であると認定を受けた者（以下「認定農業者」という。） 

　（２）　基盤法第１４条の４第１項の規定により、市長から青年等就農計

 画の認定を受けた者

　（３）　農業者の組織する団体のうち、次のいずれかに該当する団体（以

 下「農業者の組織する団体等」という。）

ア　農業協同組合 

イ　農事組合法人（農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第７

２条の１０第１項に規定する事業を行う法人であって、県へ届出がさ

れているもの） 

ウ　集落営農組織 

エ　農地所有適格法人（農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第

３項に規定する法人であって、同法第６条に基づき市農業委員会へ報

告されているもの） 

オ　全国農業協同組合連合会群馬県本部 

カ　群馬県園芸振興協議会 

キ　次に掲げる要件の全てを満たしている農業者団体 



　　　（ア）　代表者の定めがあること。 

　　　（イ）　組織及び運営に関する規約等が定められていること。 

　　　（ウ）　組織を構成する農家戸数が３戸以上であること。 

　（補助対象経費等） 

第４条　補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率

及び補助金上限額は、補助対象事業の区分に応じ、別表のとおりとする。 

　（その他） 

第５条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

　　　附　則 

　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 別表（第４条関係）

【Ⅰ　野菜メニュー】

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助金上限額

  大規模経営体育 野菜品目全般（加工 ２０分の７以 県 （施設整備）

  成 ・業務用野菜を含み 内（県１０分 １，０００万円

  、いちごを除く。） の３以内、市 （機械整備）

を対象に、認定農業 ２０分の１以 ５００万円

 者が企業的な大規模 内） 市 （施設整備）

 経営へ発展するため １６０万円

 に必要な施設又は機 （機械整備）

械の整備に要する経 ８０万円

費

 小規模経営体の 野菜品目全般（加工 ２０分の７以 県 （施設整備）

 生産力向上（事 ・業務用野菜を含み 内（県１０分 ８００万円

 業実施主体が農 、いちごを除く。） の３以内、市 （機械整備）

業者の組織する を対象に、複数人で ２０分の１以 ５００万円

 団体等である場 野菜生産を戦略的に 内） 市 （施設整備）

  合） 行う取組や小規模経 １３０万円

 営の認定農業者の生 （機械整備）



産に必要な施設又は ８０万円

 小規模経営体の 機械の整備に要する 県 （施設整備）

 生産力向上（事 経費 ２００万円

 業実施主体が認 （機械整備）

定農業者である ２００万円

 場合） 市 （施設整備）

 ３０万円

 （機械整備）

３０万円

 販売額・労働生 野菜品目全般（加工 ２０分の７以 県 （施設整備）

 産性向上（ハー ・業務用野菜を含み 内（県１０分 １，０００万円

 ド事業） 、いちごを除く。） の３以内、市 （機械整備）

を対象に、儲かる着 ２０分の１以 ５００万円

 眼点を持つ生産者が 内） 市 （施設整備）

 販売額向上又は労働 １６０万円

 生産性向上に結びつ （機械整備）

けるために必要な先 ８０万円

端機器、施設等の整

備に要する経費

 販売額・労働生 野菜品目全般（加工 ２分の１以内 県 （県域団体）

 産性向上（ソフ ・業務用野菜を含む １００万円

ト事業（販売Ｐ 。）を対象に、野菜 （県域団体以外

 Ｒ関係）） の生産拡大を図るた の団体）

 めの販売ＰＲ・販売 ２０万円

 拡大等に必要な取組

に要する経費

 販売額・労働生 野菜の販路拡大や環 定額 県 ２０万円

産性向上（ソフ 境負荷低減農業の推 　　　

ト事業（ＧＡＰ 進を図るため、第三



関係）） 者認証ＧＡＰ取得に

必要な資材の購入に

 要する経費。

　なお、対象となる

第三者認証ＧＡＰは

、ＪＧＡＰ、ＡＳＩ

ＡＧＡＰ及びＧＬＯ

ＢＡＬＧＡＰとする

。

 いちご生産拡大 県育成品種を核とし ２０分の７以 県 （施設整備）

 サポート て、いちご生産基盤 内（県１０分 １，０００万円

 を強化するために必 の３以内、市 （機械整備）

要な施設又は機械の ２０分の１以 ５００万円

 整備に要する経費 内） 市 （施設整備）

 １６０万円

（機械整備） 

８０万円

【Ⅱ　花きメニュー】

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助金上限額

 高温対策 花きを生産する認定 ２０分の７以 県 ２００万円

農業者等が、高温に 内（県１０分

対応するために必要 の３以内、市

 な対策をとり、品質 ２０分の１以 市 ３０万円

向上や生産量増加の 内）

ための施設又は機械

の整備に要する経費

 生産力向上 花きを生産する認定 ２０分の７以 県 ２００万円

農業者等が、品質向 内（県１０分

上や生産量増加のた の３以内、市

 めの施設又は機械の ２０分の１以 市 ３０万円



整備に要する経費 内）

 販売力向上（ソ 花きを対象に、個人 ２分の１以内 県 ３０万円

フト事業） 又は組織的に取り組

む販路拡大等の活動

に要する経費


